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答申案審議に向けた論点整理 
〔（仮称）松戸市エネルギー回収型廃棄物処理施設整備事業に係る環境影響評価方法書〕 

（松戸市） 

 

赤：委員意見 青：市長意見 緑：複数者からの意見 黒：事務局意見  

 

 

１ 事業特性、地域特性 

（１）事業特性 

  ア 本事業は、松戸市内で発生する一般廃棄物の処理を行う和名ケ谷クリーンセンタ

ー（以下「現施設」という。）の老朽化に伴い、同市の別の場所にある都市計画対

象事業実施区域（以下「事業区域」という。）において、令和２年に稼働を停止し

た旧施設を解体し、その跡地に新たな廃棄物焼却等施設（以下「本計画施設」とい

う。）を設置する計画である。 

 

  イ 本計画施設の廃棄物処理方式は、ごみ焼却方式又はガス化溶融方式を候補とし、

令和６年度中に決定するとしている。 

 

  ウ 旧施設の稼働停止後、一部の廃棄物を市外に処理委託していた状態を解消し、市

内で発生する全ての一般廃棄物を処理するため、本計画施設の１日当たりの処理能

力は、旧施設の約２倍に当たる４０２トン（１３４トン×３炉）を予定している。 

 

（２）地域特性 

ア 事業区域は、柏市及び鎌ケ谷市との市境に程近い松戸市東部の住居が密集する地

域に位置し、敷地北側に沿って上大津川が流れている。また、事業区域の近傍には、

学校、福祉施設や保育施設等の環境の保全についての配慮が特に必要な施設が多数

存在している。 
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イ 事業区域の工作物の高さは、航空法により、海上自衛隊下総航空基地の滑走路の

標高から４５メートル以下に制限されている。事業区域は、事業区域周辺より標高

が約１０メートル低くなっていることを踏まえ、煙突高さは旧施設と同じ高さの５

５メートルを計画している。 

 

２ 事業計画 

（１）事業計画の詳細な検討に当たっては、環境の保全に関する最新の知見を収集し、利

用可能な最良の技術の導入により、大気環境への負荷の低減や温室効果ガスの排出削

減などを図り、環境影響をできる限り回避又は低減すること。 

 

（２）本計画施設の処理方式について、今後決定される計画であることから、決定までの

検討結果や選定理由を準備書に記載すること。 

 

３ 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の方法 

（１）全般的事項 

ア 方法書に記載した環境影響評価の項目及び手法について、処理方式の決定に伴い

変更する必要がある場合には、適切に見直すこと。 

 

イ 予測を行う段階で処理方式が決定されていない場合には、環境影響が最大となる

条件を用いること。 

 

（２）大気質及び悪臭 

ア 事業区域周辺に高層住居等が存在し、当該位置が最大着地濃度地点よりも発生源

に近い場合、予測地点とされている高さ地上１．５メートルより高い位置で高濃度

となるおそれがあることから、鉛直方向を考慮した予測を行うこと。 

 

イ 大気質の状況に係る文献調査について、事業区域から約１．５キロメートルに位

置する柏市南増尾一般環境大気測定局の測定結果も用いること。（柏市） 
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ウ 施設の稼働による悪臭について、休炉時には、ごみピット内の臭気が外部に拡散

しないよう脱臭装置で処理する計画であるが、定常状態とは処理方法が異なること

から、予測対象時期に休炉時を加え、予測及び評価を行うこと。 

 

エ 施設の稼働による悪臭について、柏市では、特定悪臭物質濃度による規制を行っ

ていることを踏まえ、同市内においては、当該濃度についても、調査、予測及び評

価を行うこと。（委員、柏市） 

 

（３）水質 

工事の実施に係る土質の状況調査の調査地点を１地点以上としていることについて、

「千葉県環境影響評価技術細目」に基づき、複数地点から土砂を採取するとともに、

調査地点を準備書において図示すること。 

 

（４）騒音及び超低周波音 

  ア 施設の稼働による超低周波音に係る調査地域について、騒音と同様に事業区域か

ら概ね１００メートルまでの範囲とされているが、一般に超低周波音は距離減衰が

小さく、より遠距離の住居等への影響が懸念されることから、適切に設定した上で、

調査、予測及び評価を行うこと。 

 

イ 工事の実施及び施設の稼働による影響について、事業区域は周辺の地盤より低い

ことを踏まえ、音源の位置及び高さ並びに遮蔽物の有無等を考慮し、適切に調査、

予測及び評価を行うこと。 

 

（５）土壌 

 土壌汚染に係る調査地点について、地歴調査により旧施設稼働時の土地の利用履歴

を十分に把握し、その結果を踏まえ、より土壌汚染のおそれの大きい箇所に設定する

こと。 
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（６）温室効果ガス等 

ア 本計画施設の稼働に係る予測結果と現施設の稼働時における温室効果ガス排出量

の比較による評価も行うこと。 

 

イ 温室効果ガスの排出量の予測に当たっては、排出量の算定に必要な排出係数や算

定式など、具体的な予測手法を準備書に記載すること。 
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